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令和４年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について(通知) 

 

 

 このことについて、令和４年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処

遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定された事業所は、「福祉・

介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて（令和４年度分）」（令和４年７月 22日付け障障発 0722第１号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長通知）に基づき、下記のとおり実績報告書を提出してください。 

 

記 

 

１ 提出書類 

 

 

 

 

 様式名 備考 

（１） 
令和４年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 

確認票（別紙様式１－２） 

必ず提出すること 
（２） 福祉・介護職員処遇改善実績報告書（別紙様式３－１） 

（３） 

福祉・介護職員処遇改善実績報告書 

福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書 

（施設・事業所別個表）（別紙様式３－２） 

（４） 
福祉・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書 

（施設・事業所別個表）（交付金別紙様式３－３） 

ベースアップ等支援加算

を算定した場合に提出す

ること 

（５） 職員分類の変更特例に係る実績報告（別紙様式３－４） 
該当職員がいた場合に提

出すること 

の設置者・運営者 様 



２ 提出期限等 

（１）提出期限 

令和５年７月 31日（月）（必着） 

 

（２）提出部数 

２部（メールでの提出の場合は、１部） 

 

（３）提出先 

   令和４年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出した保健福祉事務所福祉課 

（メールで提出される場合は、下記アドレスあてに送信してください。） 

   ・佐久保健福祉事務所福祉課…sakuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・上田保健福祉事務所福祉課…uedaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・諏訪保健福祉事務所福祉課…suwaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・伊那保健福祉事務所福祉課…inaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・飯田保健福祉事務所福祉課…iidaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・木曽保健福祉事務所福祉課…kisoho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・松本保健福祉事務所福祉課…matsuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・大町保健福祉事務所福祉課…omachiho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・長野保健福祉事務所福祉課…nagaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

   ・北信保健福祉事務所福祉課…hokuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp 

 

３ 各種通知・様式について 

  長野県ホームページに掲載していますので、御確認ください。 

「トップページ」→「健康・医療・福祉」→「障がい者福祉」→「障がい福祉サービス」

→「障害福祉サービス事業者向け情報」→「障害福祉サービス事業者の皆さまへ」→「５．

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員

等ベースアップ等支援加算について」 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shogaishien/kenko/shogai/shogai/joho/jigyosha/index.html 

 

４ 留意事項 

（１）当該加算の実績報告については、報告書の内容について事業所の責任において証明す

ることとされており、２年間保存することが義務付けられています。 

（２）実績報告書の様式は、県ホームページに掲載している最新の様式で作成してください。 

（３）様式内の計算式が入力されたセルについて、計算式を壊して入力しないでください。 

（４）処遇改善加算額は、国民健康保険団体連合会から毎月送付される明細票「福祉・介護

職員処遇改善加算等総額のお知らせ」で確認してください。 

（５）処遇改善加算額は全額賃金改善額に充当する必要があります。賃金改善額が加算算定

額を下回る場合は、一時金等により追加で賃金改善を行ってください。 

（６）別紙様式３－１の【基準額１】【基準額２】【基準額３】【基準額４】について、「原則、計



画書の額を記載すること」とされておりますが、退職等による職員構成の変動等があった場

合、同様式の「⑦その他」に合理的な理由を記載することで、修正が可能です。 

 

 

 
（問合せ先） 

担 当：施設支援係 山崎 

電 話：026-232-0111（内線 2395） 

026-235-7149（直通） 

メール：fuku-shisetsu@pref.nagano.lg.jp 


